
シニア世代を対象とした求人募集について

事業主の皆さまへ

⚫ハローワーク焼津では、生涯現役社会の実現に向けてシニア世代のための就職

相談窓口（生涯現役支援窓口）を開設しており、60歳以上の方を対象とした限定

求人や60歳以上の方の応募を歓迎する求人の確保に取り組んでいます。

⚫若年者が減少しているなか、働く意欲や能力のあるシニア世代は年々増加傾向に

あります。長年培ってきた知識、経験を活かし貴社で戦力として活躍できるよう

に、ぜひシニア世代を対象とした求人の提出をお願いいたします。

お申込み方法は簡単です！求人申込方法

60歳以上限定求人

年齢制限：60歳以上と表示

年齢制限該当事由：高年齢者等の特定年齢層の雇用促進

「高年齢者の雇用促進のため」

＊職種欄等に、職種名と併せて「60歳以上限定求人」と表示

60歳以上歓迎求人（60歳以上に限定せず、募集することが可能）

年齢制限：不問

（労働基準法等法令の規定で年齢制限の下限が設けられている場合を除く）

＊求人条件等特記事項欄に職種欄等に「60歳以上の方歓迎」と表示

シニアの方が求人検索された際にしっかり

ヒットする上、シニアの方向けの労働条件

をわかりやすく明示できます。

定年後の処遇をはっきり明示しておくこと

で、「就職しても数年で定年になってしま

うし、そうしたらきっと給料も下がってし

まうんだろうな…」とためらっている方の

背中を押すことができます。

TEL

お問い合わせ先

０５４－６２８－５１５５（部門コード：32＃）

ハローワーク焼津 求人・専門援助部門／求人担当担当

焼津所260413 求03



Q 定年年齢前後で採用条件が異なりますが、どのように求人を申込めばよいですか。

A 定年年齢以上の方の雇用条件（雇用形態や賃金等）と現在募集中の求人内容が異なる場合、

以下の例を参考に、雇用条件を変更した60歳以上限定求人等を新たに（追加で）求人申込

みいただくことで、より的確な募集内容の求人をシニア世代に提供することが可能です。

シニア世代向け求人申込みに関するQ＆A

• 例１ 雇用形態 ⇒ 正社員での募集を、正社員以外での雇用に変更

• 例２ 雇用期間 ⇒ 雇用期間の定めなしを、１年毎の契約等雇用期間の定めあり等に変更

• 例３ 必要な免許 ⇒ 必要な免許資格を不問から必要な免許資格を必須又はあれば尚可に変更

• 例４ 必要な経験 ⇒ 必要な経験を不問から、必要な経験を必須又はあれば尚可に変更

• 例５ その他 ⇒ 募集賃金や賃金形態及び就労時間等の変更

Q シニア世代が希望する職種や仕事内容を教えてください。

A シニア世代のニーズが高い（応募しやすい）職種としては、次の仕事があります。

• 人生経験やキャリアが豊富で、就労意欲／コミュニケーションスキルの高いシニア世代のほか、専門

資格を有する方もハローワークに多数登録しています。能力・適性の観点から公正な採用選考をいた

だくことで、長年培ってきた知識と経験を企業の戦力として活かすことが期待されます。

• 製造の仕事（工場内の軽作業）

• 事務（パソコン入力含む）

• 介護職（介護補助を含む）

• ドライバー（送迎運転手）

• 清掃（日中、朝、夜の時間帯等）

• 警備（特に常駐警備）

• 調理（調理補助等）

• 販売、接客

シニア世代のニーズが高い職種

• 看護師、准看護師（補助含む）

• 保育士等（補助含む）

• 各種施工管理

• 各種重機オペレーター など

専門の資格を必要とする職種

求人申込後の支援

⚫ 生涯現役支援窓口を利用している求職者やハローワーク登録者に求人情報を提供

⚫ シニア向け就職相談会や面接会の開催、新たな雇い入れによる助成金の活用

https://x.gd/ca3eP

イベント申込ページ 静岡労働局 助成金案内ページ

https://x.gd/NGWV6

⚫ 公開求人を分割して、新たに（追加）で作成する方法

すでにある求人の中から、シニア向けに補助的な業務の切り

出しや勤務時間を分割すれば、手間も少なく、追加で求人を

作成・お申込みいただけます
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